
提

出

者

首

藤

信

彦

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日
提
出

質

問

第

一

二

九

号

栄
典
制
度
と
そ
れ
を
利
用
し
て
の
政
治
活
動
・
選
挙
運
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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栄
典
制
度
と
そ
れ
を
利
用
し
て
の
政
治
活
動
・
選
挙
運
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

栄
典
制
度
と
政
治
活
動
・
選
挙
運
動
と
の
関
係
に
関
し
て
、
次
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一

栄
典
制
度
と
政
治
活
動
・
選
挙
運
動
が
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
に
関
し
て
、
政
府
と
し
て
の
見
解
い
か
ん
。
例
え
ば
、
街

頭
宣
伝
活
動
、
国
政
等
報
告
会
、
選
挙
ポ
ス
タ
ー
、
経
歴
放
送
等
の
政
治
活
動
・
選
挙
運
動
に
お
い
て
、
各
種
議
員
、
各
種

地
方
自
治
体
首
長
等
の
公
職
を
め
ざ
す
候
補
者
が
叙
勲
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
広
報
利
用
す
る
こ
と
は
、
叙

勲
の
性
格
か
ら
し
て
問
題
は
な
い
か
。
ま
た
、
政
府
は
、
「
勲
章
は
、
国
等
が
行
う
式
典
の
他
、
長
寿
祝
賀
会
や
結
婚
式
な

ど
社
会
的
な
儀
式
に
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
が
、
叙
勲
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
た
め
に
開
催
す
る
国
政
等

報
告
会
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
、
個
人
演
説
会
な
ど
に
お
い
て
、
勲
章
又
は
略
綬
を
着
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

二

栄
典
の
授
与
は
、
憲
法
上
、
天
皇
の
国
事
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
叙
勲
は
、
天
皇
陛
下
の
御
名
に

お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
叙
勲
を
口
実
と
し
て
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
（
例
え
ば
、
「
〇

〇
君
の
叙
勲
を
祝
う
会
」
と
銘
打
っ
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
）
を
開
催
し
、
政
治
資
金
を
集
め
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る

「
天
皇
の
政
治
利
用
」
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
い
か
ん
。

一



右
質
問
す
る
。

二


